
自
分
の
も
つ
知

識
や
能
力
を
高
め

て
、
在
職
中
の
方

は
職
務
に
対
す
る

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
、

離
職
し
た
方
は
再

就
職
に
必
要
な
技

能
を
身
に
付
け
る

こ
と
を
目
標
と
し

た
『
教
育
訓
練
講

座
（
※
）
』
を
ご

存
知
で
す
か
。

一
定
の
要
件
を
満

た
す
在
職
中
の
方

（
雇
用
保
険
の
一

般
被
保
険
者
）
ま

た
は
離
職
し
た
方

（
一
般
被
保
険
者

で
あ
っ
た
方
）
が
、
厚
生
労
働
大

臣
が
指
定
し
て
い
る
講
座
を
受
講

し
て
一
定
期
限
内
に
修
了
し
た
場

合
に
、
本
人
が
支
払
っ
た
教
育
訓

練
受
講
費
用
の
一
部
を
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
か
ら
給
付
金
と
し
て
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
給
付
金
を
『
教
育
訓
練
給

付
金
』
と
い
い
ま
す
。

給
付
金
の
額
は
、
受
講
生
本
人

が
支
払
っ
た
受
講
費
用
の
二
〇
％

（
上
限
一
〇
万
円
、
但
し
四
千
円

を
超
え
な
い
場
合
は
支
給
さ
れ
な

い
）
で
す
。

給
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、
以

下
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
こ
と

が
必
要
で
す
。

◇

受
講
開
始
日
現
在
で
雇
用
保

険
の
被
保
険
者
期
間
（
支
給
要
件

期
間
）
が
三
年
以
上
あ
る
こ
と
。

※
初
め
て
支
給
を
受
け
る
方
は
一

年
以
上
あ
る
こ
と
。

◇

在
職
中
ま
た
は
離
職
し
た
日

か
ら
一
年
以
内
に
受
講
を
開
始
し

て
い
る
こ
と
。

◇

二
回
目
以
降
の
給
付
金
申
請

の
場
合
は
、
前
回
の
給
付
金
受
給

か
ら
三
年
以
上
経
過
し
て
い
る
こ

と
。

◇

受
講
講
座
が
給
付
金
の
対
象

で
あ
る
こ
と
。

◇

受
講
講
座
が
指
定
す
る
期
間

内
に
受
講
修
了
し
て
い
る
こ
と

※

教
育
訓
練
講
座
と
は

教
育
訓
練
講
座
と
は
、
職
業
教

育
や
職
業
訓
練
を
目
的
と
し
て
、

厚
生
労
働
大
臣
か
ら
教
育
訓
練
給

付
金
の
支
給
の
対
象
と
な
る
教
育

訓
練
で
あ
る
こ
と
の
確
認
・
指
定

を
受
け
て
い
る
講
座
を
い
い
ま
す
。
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ス
キ
ルア

ッ
プ
に

受
講
費
用
の

負
担
軽
減

今
月
は
、
教
育
訓
練
講
座
を
受
講
す
る
方
へ
の

給
付
金
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

給
付
金
を
受
け
る
に
は

※（事前の）支給要件紹介

①受講（終了）

受講費用負担

③支給申請

(回答)

④給付金支給

②領収書、教育訓練

証明書の発行

(厚生労働省ホームページより)

受講者

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

教育訓練

施設

※ 支給要件照会・・・教育訓練給付金の受給資格の有無や受講希望講座が

厚生労働大臣の指定を受けているかどうか照会することができます。

教育訓練給付の支給までの流れ

万
一
の
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

黙
っ
て
待
つ
だ
け
で
は
年
金

を
受
給
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

年
金
事
務
所
や
年
金
相
談

セ
ン
タ
ー
に

★

行
く
時
間
が
無
い
方

★

遠
く
て
行
け
な
い
方

ぜ
ひ
ご
利
用
下
さ
い

※
受
付
の
み
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

回
答
は
、
受
付
日
の
翌
々
営
業
日
と
な
り
ま
す
。

メールでご相談の方

ＦＡＸでご相談の方

メールアドレス
k-fujita@k-fujita-sr.com

ＦＡＸ番号
075（571)8611

相
談
ご
希
望
の
方
は
、
連
絡

先
・
生
年
月
日
・
性
別
・
で
き

る
だ
け
具
体
的
な
相
談
内
容
を

記
載
の
上
、
左
記
の
方
法
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

お
客
様
の
個
人
情
報
は
、
弊

所
の
個
人
情
報
保
護
方
針
に
基

づ
き
厳
重
に
管
理
い
た
し
ま
す
。

「
ね
ん
き
ん
」

無
料
相
談
受
付
中



全
国
労
働
衛
生
週
間
と
は
、
労

働
者
の
健
康
管
理
や
職
場
環
境
の

改
善
な
ど
、
労
働
衛
生
に
関
す
る

意
識
を
高
め
る
と
と
も
に
、
各
職

場
で
の
自
主
的
な
活
動
を
促
し
、

労
働
者
の
健
康
を
確
保
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
取
り
組
み
を
行
う

期
間
で
す
。

九
月
一
日
か
ら
九
月
三
〇
日
ま

で
を
準
備
期
間
、
一
〇
月
一
日
か

ら
一
〇
月
七
日
ま
で
を
本
週
間
と

し
て
、
各
職
場
で
さ
ま
ざ
ま
な
取

り
組
み
を
実
施
し
て
い
き
ま
し
ょ

う
。今

年
度
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
心

と
体
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク

み
ん
な

で
進
め
る
健
康
管
理
」
で
す
。

近
年
、
長
期
間
の
過
重
労
働
が

原
因
で
健
康
障
害
や
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
不
調
を
発
症
す
る
健
康
問
題

が
表
面
化
し
、
重
要
な
課
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
労
働
者

自
身
や
雇
用
者
等
が
健
康
管
理
を

進
め
、
心
の
健
康
を
維
持
で
き
る

職
場
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

ア
、
時
間
外
・
休
日
労
働
の
削
減

と
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
促

進

イ
、
仕
事
と
生
活
の
調
和
（
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）

の
推
進

ウ
、
健
康
管
理
体
制
の
整
備
、
健

康
診
断
の
実
施

エ
、
労
働
衛
生
管
理
活
動
に
関
す

る
計
画
の
作
成
と
実
施
、
評

価
、
改
善
（

）

オ
、
労
働
衛
生
管
理
に
関
す
る
規

程
の
点
検
と
整
備

労
働
者
へ
の
ケ
ア
は
、
専
門
的

知
識
を
必
要
と
す
る
ケ
ー
ス
が
数

多
く
あ
り
ま
す
。
社
内
で
起
こ
っ

た
問
題
を
『
社
内
だ
け
で
解
決
』

す
る
の
で
は
な
く
、
外
部
の
専
門

ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
医
師
や
産
業
保

健
ス
タ
ッ
フ
等
に
依
頼
し
、
労
働

者
に
と
っ
て
よ
り
良
い
解
決
方
法

を
模
索
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

例
え
ば
、
労
働
者
数
五
〇
人
未

満
の
事
業
場
の
事
業
者
や
労
働
者

に
は
、
地
域
産
業
保
健
セ
ン
タ
ー

が
労
働
者
へ
の
面
接
指
導
を
無
料

で
提
供
し
て
い
ま
す
。

今
年
の
全
国
労
働
衛
生
週
間
を

機
に
、
労
働
衛

生
管
理
活
動
の

促
進
を
図
り
ま

し
ょ
う
。

一
〇
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

三
〇
日
（
一
〇
月
一
日
期
限
）

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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消
費
税
増
税
と
の
抱
き
合
わ
せ

で
、
八
月
一
〇
日
に
年
金
受
給
資

格
期
間
短
縮
が
成
立
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
七
年
一
〇
月
施
行
ま
で

三
年
余
。
「
三
年
も
待
て
な
い
」

「
三
年
も
先
？
」
「
三
年
待
て
ば

受
給
で
き
る
」
と
受
け
止
め
方
は

様
々
の
よ
う
で
す
。

（
ぎ
ん
）

編
集
後
記

九
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

藤田社会保険労務士事務所

e-mail
k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・FAX 075-571-8611

〒601-1456
京都市伏見区小栗栖南後藤町6-31-408

厚生年金保険の保険料率が、平成24年9月分（同年10月納付分）

から、0.354％（坑内員・船員は0.248％）引き上げられます。なお、

平成２９年９月まで毎年改定されることになっています。

厚生年金基金にも加入しているときは、基金ごとに定められている

免除保険料率（２.４％～５.０％）を控除した率となり、掛金等は基

金ごとに異なります。

本年9月分（10月納付分）から

厚生年金保険料率が改定されます

16.766％

17.192％

16.412％

16.944％

【厚生年金保険料率（厚生年金基金加入者を除く）】

一般の被保険者等

坑内員・船員

平成24年9月分
（10月納付分）から

現 行

六
十
三
回
目
の全

国
衛
生
週
間

今
年
度
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

取
り
組
み
た
い
こ
と

社
外
へ
の
協
力
を
求
め
よ
う

P
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A


